
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
人
事
委
員
会

○
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

四

福
島
県
人
事
委
員
会

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
環
境
医
学
研
究
所
の
項
を
削
る
。

「
風
評
・
風
化
対

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
機
関
の
項
中
「
風
評
・
風
化
対
策
監
」
を

国
際
研
究
産
業

策
監

「
環
境
創
造
セ
ン

に
改
め
、
同
部
出
先
機
関
の
項
中
「
環
境
創
造
セ
ン
タ
ー
部
長
」
を

都
市
推
進
監
」

環
境
創
造
セ
ン

「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
所
長

「
衛
生

タ
ー
部
長

に
、
「
食
肉
衛
生
検
査
所
次
長
」
を

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
次
長

に
、

環
境

タ
ー
副
部
長
」

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長

環
境

動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
次
長
」

研
究
所
支
所
長

医
学
研
究
所
長

を
「
衛
生
研
究
所
支
所
長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
庁
の
部
本
庁
の
項
中
「
教
育

医
学
研
究
所
副
所
長
」

「
教
育
次
長

次
長
」
を

に
改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育

県
立
高
校
改
革
監
」

機
関
の
部
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
養
護
教
育
セ
ン
タ
ー
」
を
「
特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
」
に

改
め
る
。

「
福
島
県
ふ
た

福
島
県
相
双

「
福
島
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場

福
島
県
農
業

別
表
第
六
の
一
の
表
中

を

福
島
県
立
修
明
高
等
学
校
鮫
川
校

」

福
島
県
富
岡

福
島
県
立
修

福
島
県
双
葉

ば
復
興
事
務
所

農
林
事
務
所
富
岡
林
業
指
導
所

総
合
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
沼
尻
分
場

に
改
め
る
。

土
木
事
務
所

明
高
等
学
校
鮫
川
校

警
察
署

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

田
村
市
立
古
道
小
学
校

田
村
市
立
都
路
中
学
校

別
表
第
二
相
馬
市
の
項
を
削
り
、
同
表
田
村
市
の
項
中

田
村
市
立
岩
井
沢
小
学
校

二

級

「

田
村
市
立
都
路
小
学
校

を

田
村
市
立
都
路
中
学
校

一

級

」

二

級

「
南
会
津
町
立
桧
沢
小
学
校

に
改
め
、
同
表
南
会
津
郡
の
項
中

を

南
会
津
町
立
檜
沢
中
学
校
」

」

「
南
会
津
町
立
桧
沢
小
学
校
」
に
改
め
る
。

「

相
馬
市
立
玉
野
小
学
校

相
馬
市
立
玉
野
中
学
校

別
表
第
四
の
五
の
表
中

二
本
松
市
立
塩
沢
小
学
校

相
馬
市

「
を

二
本
松
市
立
塩
沢
小
学
校

二
本
松
市

」

「
伊
達
市
立
白
根
小
学
校

二
本
松
市

に
、

伊
達
市
立
山
舟
生
小
学
校

を
「
伊
達
市
立
大
石
小
学
校
」

」

伊
達
市
立
大
石
小
学
校

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
四
（
職
員
が
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
職
員
で
あ
る
と
き
は
、

三
）
」
を
「
別
表
第
三
十
に
定
め
る
昇
給
号
給
数
表
の
Ｃ
欄
の
昇
給
の
号
給
数
の
項
の
上
段
に
掲
げ
る

号
給
数
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
を
第
二
十
五
条
の
二
と
し
、
第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
降
格
の
基
準
）

第
二
十
五
条

職
員
を
降
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
職
務
に
応
じ
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
を

下
位
の
職
務
の
級
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
を
降
格
さ
せ
る
場
合
に
は
、
当
該
職
員
の
人
事
評
価
の
結
果
又
は
勤
務

成
績
を
判
定
す
る
に
足
り
る
と
認
め
ら
れ
る
事
実
に
基
づ
き
そ
の
職
務
の
級
よ
り
下
位
の
職
務
の
級

に
分
類
さ
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
か
ら
書
面
に
よ
る
同
意
を
得
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
職
員
を
降
格
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
三
十
五
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
昇
給
日
及
び
評
価
終
了
日
）

第
三
十
五
条
の
二

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
を
行
う
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定

め
る
日
は
、
第
四
十
条
又
は
第
四
十
一
条
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
毎
年
一
月
一
日
（
以
下
「
昇
給

日
」
と
い
う
。
）
と
し
、
昇
給
日
前
に
お
け
る
同
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昇
給
日
前
一
年
間
に
お
け
る
各
任
命
権
者
が
定
め
る
人
事
評
価
の
終
了
日

（
以
下
「
評
価
終
了
日
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

（
評
価
終
了
日
の
翌
日
か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
併
せ
て
考
慮
す
る
事
由
）

第
三
十
五
条
の
三

条
例
第
四
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
懲
戒
処
分
を
受
け

る
こ
と
が
相
当
と
さ
れ
る
行
為
を
し
た
こ
と
そ
の
他
人
事
委
員
会
が
定
め
る
事
由
と
す
る
。

第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
昇
給
区
分
及
び
昇
給
の
号
給
数
）

第
三
十
八
条

評
価
終
了
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
能
力
評
価
及
び
直
近
の
連
続
し
た
二
回
の
業
績
評

価
の
結
果
又
は
直
近
の
総
合
評
価
（
教
育
長
が
別
に
定
め
る
評
価
方
法
に
よ
る
最
終
的
な
評
価
を
い

う
。
）
の
結
果
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
昇
給
評
語
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
職
員
の
勤
務
成
績
に

応
じ
て
決
定
さ
れ
る
昇
給
の
区
分
（
以
下
「
昇
給
区
分
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
職
員
が
次
の
各
号
───────────────────────────────────────────────────────────
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に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
も

の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
号
ア
若
し
く
は
イ
又
は
第
三
号
ア
若
し
く
は
イ
に
掲
げ
る

職
員
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
は
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

昇
給
評
語
が
上
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
又
は
人
事
委
員
会
の
定
め
る
者
の
う
ち
勤
務
成
績
が
特

に
良
好
で
あ
る
職
員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
昇
給

区
分

ア

勤
務
成
績
が
極
め
て
良
好
で
あ
る
職
員

Ａ

イ

ア
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

Ｂ

二

前
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

Ｃ

三

昇
給
評
語
の
い
ず
れ
か
が
下
位
の
段
階
で
あ
る
職
員
の
う
ち
、
勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員
、

評
価
終
了
日
以
前
一
年
間
に
お
い
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
職
員
及
び
第
三
十
五
条
の
三
に
規
定
す

る
事
由
に
該
当
し
た
職
員
並
び
に
条
例
第
四
条
第
三
項
後
段
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
職

員

次
に
掲
げ
る
職
員
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
昇
給
区
分

ア

勤
務
成
績
が
や
や
良
好
で
な
い
職
員

Ｄ

イ

勤
務
成
績
が
良
好
で
な
い
職
員

Ｅ

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
を
総
合

的
に
判
断
し
た
場
合
に
同
号
に
定
め
る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
号

ア
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
Ｃ
の
昇
給
区
分
に
、
同
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
Ｃ
又
は
Ｄ

の
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

職
員
が
国
際
機
関
又
は
民
間
企
業
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
に
よ
り
、
昇
給
評
語
の
全

部
又
は
一
部
が
な
い
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
同
項
に
定
め
る
昇
給
区
分
の
い
ず
れ
か
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
昇
給
区
分
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
定
め

る
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
に
よ
つ
て
九
月
三
十
日
以
前
一
年
間
（
当
該
期
間
の
中
途
に
お
い

て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
か
ら
当
該
期
間
の
末
日
ま

で
の
期
間
。
次
号
に
お
い
て
「
基
準
期
間
」
と
い
う
。
）
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数

以
上
の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員
（
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
職
員
に
該
当
す
る
職
員
及

び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。
）

Ｄ

二

人
事
委
員
会
の
定
め
る
事
由
に
よ
つ
て
基
準
期
間
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
の
日
数
以
上

の
日
数
を
勤
務
し
て
い
な
い
職
員

Ｅ

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
職
員
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績

を
総
合
的
に
判
断
し
た
場
合
に
当
該
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
と
協
議
し
て
、
当
該
昇

給
区
分
よ
り
上
位
の
昇
給
区
分
（
Ａ
及
び
Ｂ
の
昇
給
区
分
を
除
く
。
）
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

各
任
命
権
者
に
お
い
て
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
決
定
す
る
職
員
の
総
数
に
占
め
る

Ａ
又
は
Ｂ
の
昇
給
区
分
に
決
定
す
る
職
員
の
数
の
割
合
は
、
こ
れ
ら
の
昇
給
区
分
に
決
定
す
べ
き
職

員
が
少
数
で
あ
る
場
合
そ
の
他
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
割

合
に
お
お
む
ね
合
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

条
例
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
は
、
昇
給
区
分
に
応
じ
て
昇
給
号
給
数
表
（
別

表
第
三
十
）
に
定
め
る
号
給
数
と
す
る
。

８

前
年
の
昇
給
日
後
に
、
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
二
十
八
条
若
し

く
は
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
号
給
を
決
定
さ
れ
た
者
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
前
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
に
相
当
す
る
数
（
評
価
終
了
日
の
翌
日
か
ら
昇
給
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者
又
は
当
該
号
給
を
決
定
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
人
事

委
員
会
の
定
め
る
数
）
に
、
そ
の
者
の
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
日
又
は
当
該
号
給
を
決
定
さ
れ
た
日

か
ら
昇
給
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
の
月
数
（
一
月
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
月
と
す

る
。
）
を
十
二
月
で
除
し
た
数
を
乗
じ
て
得
た
数
（
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り

捨
て
た
数
）
に
相
当
す
る
号
給
数
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
前
各
項
の
規
定
を

適
用
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
号
給
数
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号

給
数
）
と
す
る
。

９

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
数
が
零
と
な
る
職
員
は
、
昇
給
し
な
い
。

第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
の
号
給
数
が
、
昇
給
日
に
そ
の
者
が
属
す
る
職
務
の
級

10
の
最
高
の
号
給
の
号
数
か
ら
当
該
昇
給
日
の
前
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
当
該
昇
給
日
に

お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
又
は
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
異
動
を
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
、

当
該
異
動
後
の
号
給
）
の
号
数
を
減
じ
て
得
た
数
に
相
当
す
る
号
給
数
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
職
員

の
昇
給
の
号
給
数
は
、
第
七
項
又
は
第
八
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
相
当
す
る
号
給
数
と
す

る
。一

の
昇
給
日
に
お
い
て
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
区
分
を
Ａ
又
は
Ｂ
に
決
定
す
る

11
職
員
の
昇
給
の
号
給
数
の
合
計
は
、
各
任
命
権
者
の
職
員
の
数
、
第
六
項
の
人
事
委
員
会
の
定
め
る

割
合
等
を
考
慮
し
て
各
任
命
権
者
ご
と
に
人
事
委
員
会
の
定
め
る
号
給
数
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」
を
「
法
」
に
、
「
休

職
期
間
等
調
整
換
算
表
（
別
表
第
三
十
）
」
を
「
休
職
期
間
等
調
整
換
算
表
（
別
表
第
三
十
一
）
」
に
、

「
（
以
下
「
復
職
等
の
日
」
と
い
う
。
）
及
び
復
職
等
の
日
」
を
「
、
同
日
」
に
、
「
い
ず
れ
か
の
日
」

を
「
次
の
昇
給
日
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
三
級
の
項
第
三
号
中
「
部
長
又
は
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
機
関
長
」
の
下
に

「
（
あ
づ
ま
機
関
長
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
四
級
の
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
同
項

第
十
一
号
中
「
機
関
長
」
の
下
に
「
（
あ
づ
ま
機
関
長
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
二

号
と
し
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
部
長
又
は
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項

第
十
号
と
し
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
第
五
号
中
「
又
は
」
を

「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
船
長
」
の
下
に
「
又
は
あ
づ
ま
機
関
長
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号

と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
科
長
又
は
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四

号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

規
模
の
小
さ
い
出
先
機
関
の
部
長
の
職
務

別
表
第
一
の
五
級
の
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
十
二
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く

は
」
に
改
め
、
「
船
長
」
の
下
に
「
又
は
あ
づ
ま
機
関
長
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
十
三
号
と
し
、

同
項
中
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
科
長
又
は
」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
一
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号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

困
難
な
業
務
を
行
う
規
模
の
小
さ
い
出
先
機
関
の
部
長
の
職
務

別
表
第
一
の
七
級
の
項
及
び
八
級
の
項
中
「
風
評
・
風
化
対
策
監
」
の
下
に
「
、
国
際
研
究
産
業
都

市
推
進
監
」
を
、
「
教
育
次
長
」
の
下
に
「
、
県
立
高
校
改
革
監
」
を
加
え
る
。

別
表
第
三
十
を
別
表
第
三
十
一
と
し
、
別
表
第
二
十
九
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第

30（第
38条

関
係

）

昇
給
号
給
数
表

昇
給
区
分

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ

昇
給
の
号
給
数

８
６

４

（第
36条

２
０

各
号
に
掲
げ

る
も
の
に
あ

つ
て
は
３

）

、

２
１

０
０

０

備
考

こ
の
表
の
昇
給
の
号
給
数
の
項
の
上
段
の
号
給
数
は
条
例
第
４
条
第
５
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
に

下
段
の
号
給
数
は
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に

、
適
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
九

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
十
年
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る
昇
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例

第
九
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給

等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
三
十
八
条
第
四
項
中
「
九
月
三
十
日
以
前
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
平

成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
期
間
」
と
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島

県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
き
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
給
料
の
決
定
の
う
ち
昇
給
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
県
立
学
校
教
職
員
（
県
立
学
校
に
勤

務
す
る
職
員
の
う
ち
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
第
三

条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
。

第
六
条
の
二
の
表
第
二
十
五
条
第
一
項
の
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
五
条
の
二
第

一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
表
第
二
十
五
条
第
四
項
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
五
条
の
二
、
第
三
十
五

条
の
三
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
四
十
条
の
項
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に
「
第
三
号
、

同
条
第
七
項
」
を
加
え
、
同
表
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
項
を
削
り
、
同
表
第
三
十
八
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
三
十
九
条
の
項
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
」

を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
十

第
三
十
六
条

市
町
村
立
学
校
職
員
初
任
給
規
則
第
六
条
の
三

別
表
第
三
十
備

条
例
第
四
条
第
五
項

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
条
例
第
五
条
第
五
項

考
附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
十
年
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る
昇
給
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
一
月
一
日
に
行
わ
れ
る
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
一
年
福
島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
に
つ
い
て
は
、
改
正

後
の
市
町
村
立
学
校
職
員
の
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
第
一
条
第
二
項
た

だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
県
立
学
校
教
職
員
（
県
立
学
校
に
勤
務
す
る
職
員
の
う
ち
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
の
教
育
職
給
料
表
の

適
用
を
受
け
る
者
を
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
九
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
附

則
第
二
項
中
「
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
号
）
第
四
条
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
福
島
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
福

島
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
五
条
第
三
項
」
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）


